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環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
要
綱
（
特
許
法
関
係
抜
粋
）

第
二

特
許
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

一

発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
期
間
の
延
長

特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
特
許
出
願
前
に
自
ら
発
明
を
公
表
し
た
場
合
等
に
、
そ
の
発
明
が
そ
の
公
表
に
よ

っ
て
新
規
性
等
が
否
定
さ
れ
な
い
と
す
る
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
、
六
月
か
ら
一
年
に
延
長
す
る

こ
と
。

二

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
制
度
の
整
備

１

特
許
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
特
許
出
願
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
又

は
出
願
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、

延
長
登
録
の
出
願
に
よ
り
延
長
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
延
長
で
き
る
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
十
二

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
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ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。

三

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


